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外
国
保
険
会
社
規
制
の
目
的
と
海
外
直
接
付
保
規
制

木

下

孝

治

は

め

じ

電
子
取
引
技
術
が
進
歩
し
、
普
及
し
は
じ
め
た
こ
と
に
伴
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
金
融
サ
ー
ビ
ス
取
引
も
ま
た
普
及
し
始

は

わ
が
国
の

霊
免
許
を
有
し
な

保
険
業
者
と
わ
カ1
国
の
居
住
者
の

聞
で
保
険
契
約
を
締
結
す
る

わ
ゆ
る

費
直
接
付
保
が
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め
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
世
界
で
は
、
国
境
に
お
い
て
情
報
伝
達
を
遮
断
す
る
こ
と
が
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
ネ
ッ
ト
上
の

金
融
サ
ー
ビ
ス
市
場
に
お
い
て
は
、
取
引
相
手
方
の
情
報
を
自
ら
収
集
し
、
自
己
責
任
の
下
で
判
断
を
行
い
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
意
欲

の
あ
る
市
場
参
加
者
で
あ
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
上
で
提
供
さ
れ
る
世
界
中
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
居
な
が
ら
に
し
て
比
較
し
、
自
己
に
有
利
な

商
品
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
思
恵
を
享
受
し
よ
う
と
し
て
も
、
国
際
取
引
性

が
伝
統
的
に
承
認
さ
れ
て
き
た
一
部
の
保
険
種
類
を
除
き
、
世
界
中
の
保
険
会
社
か
ら
自
由
に
商
品
を
選
択
し
て
保
険
を
購
入
す
る
こ

と
は
、
わ
が
国
の
保
険
契
約
者
に
と
っ
て
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。
ま
ず
、
保
険
会
社
の
側
に
お
い
て
、
顧
客
の
居
住
地
国
、
所
在

地
国
を
問
わ
ず
購
入
可
能
な
商
品
を
提
供
す
る
例
が
少
な
い
。
こ
れ
は
、
保
険
会
社
の
事
業
活
動
の
範
囲
、
種
類
に
対
す
る
規
制
を
通

じ
て
、
保
険
商
品
を
自
由
に
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
に
投
入
す
る
自
由
を
規
制
す
る
国
が
多
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
わ
が
国
の
場
合
に



保
険
業
法
一
八
六
条
に
よ
り
原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

海
外
直
接
付
保
が
禁
止
さ
れ
る
趣
旨
は
、
免
許
を
受
け
な
い
外
国
保
険
業
者
が
日
本
に
所
在
す
る
保
険
の
目
的
に
か
か
る
保
険
契
約

を
締
結
す
る
場
合
に
は
わ
が
国
の
保
険
業
規
制
を
免
れ
、
保
険
契
約
者
等
の
保
護
に
欠
け
る
危
険
が
あ
る
上
、
免
許
を
受
け
た
会
社
と

の
聞
で
権
衡
を
失
し
て
不
公
平
と
な
り
、
ま
た
、
わ
が
国
の
保
険
市
場
を
撹
乱
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い

（

1）
 

る
。
日
本
市
場
に
進
出
し
よ
う
と
す
る
外
国
保
険
会
社
は
、
保
険
業
法
一
八
五
条
に
従
い
、
日
本
で
保
険
業
を
営
む
た
め
の
免
許
を
取

得
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
際
に
は
、
日
本
国
内
に
支
店
等
の
営
業
拠
点
を
開
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
外
国
保
険
会
社
は
、
日

本
に
住
所
も
し
く
は
居
所
を
有
す
る
人
、
も
し
く
は
、
日
本
に
所
在
す
る
財
産
な
ど
に
つ
き
、
若
干
の
例
外
を
除
い
て
、
日
本
国
内
に

て
保
険
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
八
五
条
六
項
）
。
外
国
保
険
会
社
は
、
保
険
契
約
者
保
護
の
た
め
に
政
令
で
定
め
る

額
の
金
銭
を
国
内
で
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
九

O
条
）
。
こ
う
し
て
、
主
務
官
庁
で
あ
る
金
融
庁
は
、
圏
内
で
の
保
険
事
業

に
か
か
る
書
類
お
よ
び
財
産
的
基
礎
を
外
国
保
険
会
社
の
圏
内
支
店
等
に
備
え
さ
せ
た
上
で
、
こ
の
支
店
等
に
対
し
て
、
必
要
な
監
督

を
行
う
の
で
あ
る
。
海
外
直
接
付
保
を
規
制
す
る
保
険
業
法
一
八
六
条
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
。

保
険
業
法
一
八
六
条

日
本
に
支
店
等
を
設
け
な
い
外
国
保
険
業
者
は
、
日
本
に
住
所
若
し
く
は
居
所
を
有
す
る
人
若
し
く
は
日
本
に
所
在
す
る
財
産
又
は
日

本
国
籍
を
有
す
る
船
舶
若
し
く
は
航
空
機
に
係
る
保
険
契
約
（
政
令
で
定
め
る
保
険
契
約
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
締
結
し

て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
の
許
可
に
係
る
保
険
契
約
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2

日
本
に
支
店
等
を
設
け
な
い
外
国
保
険
業
者
に
対
し
て
日
本
に
住
所
若
し
く
は
居
所
を
有
す
る
人
若
し
く
は
日
本
に
所
在
す
る
財
産
又

は
日
本
国
籍
を
有
す
る
船
舶
若
し
く
は
航
空
機
に
係
る
保
険
契
約
の
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
申
込
み
を
行
う
時
ま
で
に
、

内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

内
閣
総
理
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

3 
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一
当
該
保
険
契
約
の
内
容
が
法
令
に
違
反
し
、
又
は
不
公
正
で
あ
る
こ
と
。

二
当
該
保
険
契
約
の
締
結
に
代
え
て
、
保
険
会
社
又
は
外
国
保
険
会
社
等
と
の
聞
に
お
い
て
当
該
契
約
と
同
等
又
は
有
利
な
条
件
で

保
険
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
こ
と
。

三
当
該
保
険
契
約
の
条
件
が
、
保
険
会
社
又
は
外
国
保
険
会
社
等
と
の
問
に
お
い
て
当
該
契
約
と
同
種
の
保
険
契
約
を
締
結
す
る
場

合
に
通
常
付
さ
れ
る
べ
き
条
件
に
比
し
て
著
し
く
権
衡
を
失
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
当
該
保
険
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
り
、
被
保
険
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
利
益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

五
当
該
保
険
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
に
お
け
る
保
険
業
の
健
全
な
発
展
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
、
又
は
公
益
を
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

海
外
直
接
付
保
を
禁
止
す
る
趣
旨
は
、

一
見
す
る
と
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
次
の
よ
う
な
疑
問
も
あ
る
。
ま
ず
、
わ
が

外国保険会社規制の目的と海外直接付保規制

国
で
無
免
許
の
外
国
保
険
業
者
は
わ
が
国
の
規
制
に
服
し
て
い
な
い
か
ら
契
約
者
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て

は
、
そ
の
よ
う
な
会
社
は
確
か
に
わ
が
国
の
規
制
に
は
服
し
て
い
な
い
が
、
通
常
は
、
設
立
準
拠
法
固
な
い
し
本
店
所
在
地
国
の
法
に

基
づ
く
監
督
を
受
け
て
お
り
、
全
く
の
無
保
護
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
保
険
契
約
者
保
護
に
欠
け
る
重
大
な
不
利
益
が
生
じ
る

蓋
然
性
の
判
断
は
、
当
該
外
国
保
険
業
者
が
服
す
る
監
督
法
制
、
当
該
会
社
の
状
況
、
保
険
種
類
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
り
得
る
で
あ
ろ

ぅ
。
保
険
契
約
者
の
リ
ス
ク
に
お
い
て
圏
内
無
免
許
の
外
国
会
社
と
取
引
す
る
こ
と
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
得
る
こ
と
は
、
許
可
制
に
基

づ
く
例
外
を
認
め
た
一
八
六
条
二
項
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
中
身
は
パ
タ
l
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
。

免
許
を
受
け
た
保
険
会
社
と
の
不
公
平
性
は
、
確
か
に
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
無
免
許
の
外
国
保
険
業
者
に
対
し

て
圏
内
の
事
業
活
動
を
禁
止
す
る
一
八
六
条
一
項
は
正
当
な
規
制
で
あ
る
と
し
て
も
、
保
険
契
約
者
を
名
宛
人
と
し
、
保
険
契
約
者
が

主
導
的
に
取
引
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
も
主
務
大
臣
の
許
可
を
要
す
る
旨
を
定
め
る
一
八
六
条
二
項
に
つ
い
て
は
、
同
項
違
反
の
保
険

契
約
者
に
対
し
て
五
十
万
円
以
下
の
過
料
が
科
せ
ら
れ
る
（
三
三
七
条
一
号
）
こ
と
の
説
明
が
難
し
い
。
過
料
で
あ
る
か
ら
業
法
上
の

（阪大法学） 52 (3・4-241)789〔2002.11〕



手
続
違
反
を
非
難
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
保
険
契
約
者
保
護
に
よ
っ
て
も
、
業
者
聞
の
平
等
取
扱
要
請
に
よ
っ
て
も
、
契
約
者
を
名

O
K
“
 

A
U
 

AHυ 
ηλ
“
 

n
U
 

主
務
官
庁
の
み
の
力
で
、
国
外
か
ら
押
し
寄
せ
る
異
常
事
態
に
対
処
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
崩
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
開
問。γ

h
M

凋
告ny

“
 

a
q
 

n
d
 

nγ

“
 

p
h
υ
 学法大阪

宛
人
と
し
て
、
制
裁
を
伴
う
禁
止
を
法
定
す
る
こ
と
の
説
明
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
無
免
許
の
外
国
保
険
業
者
が
内
国
市
場
を
撹
乱
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
保
険
業
法
お
よ
び

即
ち
、
そ
の
よ
う
な
不
法
な
事
業
活
動
を
行
な
う
外
国
保
険
業
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
会
社
を
監
督
す
る
主
務
官
庁
に
対
し
て
適
正
な

対
処
を
求
め
る
な
ど
、
監
督
機
関
相
互
の
国
際
協
力
に
よ
り
対
処
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
た
め
の
環
境
整
備
が
、
保
険
監
督
者
国
際

機
構
（
I
A
I
S）
の
下
で
進
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
海
外
直
接
付
保
を
規
制
す
る
際
の
目
的
、
規
制
の
着
眼
点
を
改
め
て
洗
い
出
す
作
業
を
行
う
こ
と
に
も

意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
海
外
直
接
付
保
規
制
の
立
法
目
的
と
解
釈
論
、
立
法
論
上
の

（

3
〉

指
針
を
考
察
す
る
た
め
に
、
ド
イ
ツ
法
を
研
究
し
、
日
本
法
の
問
題
に
も
立
ち
返
っ
て
若
干
の
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
海
外
直
接
付
保
規
制
は
市
場
ア
ク
セ
ス
を
直
接
扱
う
法
律
問
題
で
あ
り
、

G
A
T
S、
O
E
C
D
資
本
移
動
の
自
由
化
に
関

（

4）
 

す
る
規
約
な
ど
、
通
商
法
的
見
地
か
ら
の
検
討
が
欠
か
せ
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
通
商
法
の
観
点
か
ら
の
分
析
は
行

わ
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
保
険
監
督
法
の
ル
l
ル
か
ら
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
専
念
し
た
い
。

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
外
国
会
社
規
制
と
海
外
直
接
付
保

欧
州
域
内
市
場
統
合
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
外
国
保
険
会
社
規
制

周
知
の
と
お
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
域
内
市
場
統
合
の
結
果
、
欧
州
共
同
体
の
加
盟
国
お
よ
び
欧
州
経
済
地
域
条
約
の
締
約
国

の
い
ず
れ
か
（
以
下
の
叙
述
に
お
い
て
は
、
特
に
断
り
な
い
限
り
、
欧
州
共
同
体
と
欧
州
経
済
地
域
条
約
の
両
者
を
含
む
意
味
で
、
単



に
欧
州
共
同
体
と
い
う
こ
と
に
す
る
。
）
に
本
拠
地
を
置
き
、
本
拠
地
国
で
免
許
を
受
け
保
険
業
を
営
む
保
険
会
社
に
つ
い
て
は
、
そ

の
他
の
国
に
本
拠
を
置
く
保
険
会
社
と
は
区
別
さ
れ
、
共
同
体
域
内
に
お
け
る
拠
点
開
設
の
自
由
、
拠
点
を
介
さ
ず
に
直
接
に
役
務
提

供
を
行
う
役
務
提
供
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
加
盟
国
の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
受
け
た
事
業
免
許
が
、
共
同
体
の
全
域
に
お
い
て

相
E
承
認
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
パ
ス
ポ
ー
ト
と
し
て
の
効
力
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
欧
州
域
内
に
お
い
て
保
険
会

社
と
申
込
者
が
営
業
拠
点
、
仲
介
者
を
介
さ
ず
直
接
に
越
境
取
引
を
し
た
と
し
て
も
、
監
督
法
上
、
国
内
無
免
許
の
外
国
保
険
業
者
と

の
取
引
と
は
扱
わ
れ
な
い
。
本
稿
の
課
題
で
あ
る
海
外
直
接
付
保
の
問
題
に
直
接
の
関
わ
り
が
あ
る
の
は
、
共
同
体
域
外
に
本
拠
を
置

く
保
険
会
社
の
事
業
活
動
に
つ
い
て
の
ド
イ
ツ
保
険
監
督
法
上
の
扱
い
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
の
叙
述
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な

意
味
で
の
外
国
保
険
会
社
規
制
に
絞
っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

外国保険会社規制の目的と海外直接付保規制

ド
イ
ツ
に
お
け
る
外
国
保
険
会
社
規
制
の
概
要

ド
イ
ツ
保
険
監
督
法
（
V
A
G）
に
お
い
て
、
欧
州
共
同
体
域
外
の
外
国
保
険
会
社
の
事
業
活
動
を
規
制
す
る
の
は
、
同
法
一

O
五

条
か
ら
一
一

O
条
ま
で
の
七
か
条
で
あ
る
。
海
外
直
接
付
保
と
の
関
連
性
を
考
慮
し
て
、
現
行
法
の
概
要
を
要
約
し
て
お
こ
う
。

欧
州
共
同
体
域
外
の
保
険
会
社
が
ド
イ
ツ
圏
内
で
仲
介
者
を
介
し
て
保
険
業
を
営
も
う
と
す
る
と
き
は
、
免
許
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
一

O
五
条
）
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
二

O
O
O年
改
正
に
よ
る
現
行
法
で
は
、
こ
う
し
た
保
険
会
社
を
指
し
て
、
第
三
国
の

保
険
会
社
（
〈
角
田

wvmEロ宮
E
R
g
o
F
E
g
g
s
u号
z
g
g）
と
い
う
。
免
許
を
受
け
た
第
三
国
の
保
険
会
社
は
、
圏
内
に
営
業

拠
点
を
開
設
し
、
当
該
拠
点
に
か
か
る
全
て
の
取
引
書
類
を
こ
の
拠
点
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一

O
六
条
二
項
）
。

五
条
に
基
づ
く
免
許
を
得
た
第
三
国
の
保
険
会
社
は
、
本
法
の
適
用
領
域
内
に
常
居
所
を
有
す
る
保
険
契
約
者
、
こ
の
領
域
内
に
所
在

す
る
不
動
産
に
つ
き
、
本
法
の
適
用
領
域
内
に
居
住
す
る
保
険
者
の
代
理
権
者
（
w
g
o
－－B肺
門
伊
丹
宮
市
）
を
通
じ
て
の
み
保
険
契
約
を
締 。
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結
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一

O
七
条
）
。

ハU

拠
地
国
に
お
け
る
事
業
免
許
概
要
の
証
明
書
、
直
近
三
年
間
の
計
算
書
類
な
ど
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

O
六
b条
一
項
）
。

α
n
E
 

ヴ
，

A
告。，“↑

 

。。学法大阪

免
許
申
請
書
に
は
、
事
業
方
法
書
（
の
g
n
v障
者
冨
ロ
）
、
会
社
の
定
款
、
代
表
権
を
有
す
る
機
関
の
構
成
員
名
、
監
督
機
関
名
、
本

当
該
拠
点
で
の
事
業
に
基
づ
き
算
定
し
た
ソ
ル
ベ
ン
シ
l
・
マ
ー
ジ
ン
規
制
を
充
た
す
自
己
資
本
を
備
え
、
関
係
法
令
に
従
っ
て
ギ
ャ

ラ
ン
テ
ィ
l
・
フ
ァ
ン
ド
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一

O
六
b
条
二
項
）
。
事
業
免
許
を
伴
う
認
可
は
連
邦
財
務
省
が
行
い
、
そ

の
他
の
認
可
は
主
務
官
庁
が
こ
れ
を
行
う
（
一

O
六
b
条
五
項
二
文
）
。
な
お
、
二

O
O二
年
四
月
二
二
日
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
監
督
統

合
法
（
の

gmR
位
一
宮
同
島
町
宮
町
包
叩
見
冊
目

E
E庄
内
出
国
己

a
a
g
m
g民
包
n
Z）
に
よ
り
、
同
年
五
月
一
日
よ
り
、
ド
イ
ツ
連
邦
保
険
監
督

れ庁

連 B
邦 A
金 V
融）
サは

ビド
スイ
監ツ
督連
庁邦
（金
~融
塁機
~関
自 号室

雲序
寄－；：：；－

~ A 
~. ~ 
ni' e 

星ι
相、

印

§ ~－ 
m ’1 
同ノ

早速
長；邦
民証

B'誉
会計
1藍
εε序

な B
つ A
た W

e 
他）
のと
保統
険合
種さ

類
と
生
命
保
険
ま
た
は
疾
病
保
険
と
を
兼
営
す
る
保
険
会
社
に
つ
い
て
は
免
許
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
一

O
六

c条）。

八
条
は
保
険
契
約
の
包
括
移
転
に
関
す
る
特
別
で
あ
り
、

一一

O
条
は
、
ド
イ
ツ
保
険
監
督
法
の
適
用
を
一
部
制
限
す
る
規
定
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
保
険
監
督
法
一

O
五
条
の
解
釈

以
上
に
見
た
よ
う
に
、
免
許
を
受
け
な
い
第
三
国
の
保
険
業
者
が
ド
イ
ツ
国
内
に
居
住
す
る
保
険
契
約
者
と
の
聞
で
保
険
契
約
を
締

結
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
の
問
題
は
、

一
O
五
条
の
立
法
、
改
正
経
過
を
少
し
詳
し

一
O
五
条
の
解
釈
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、

く
見
て
お
こ
う
。

一
九

O
一
年
の
同
法
制
定
以
来
、
同
法
一

O
五
条
（
当
初
は
八
五
条
）
は
、
外
国
保
険
会
社
が
圏
内
に
お
い
て
代
理

人
、
代
理
店
そ
の
他
の
仲
介
者
を
通
じ
て
保
険
業
を
営
も
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
つ
き
免
許
を
得
る
こ
と
を
要
す
る
と
定
め
て
い

一
九

O
一
年
法
の
立
法
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
外
国
保
険
会
社
が
内
国
保
険
会
社
と
同
様
に
事
業
免
許
を
要
す
る
こ
と
は
説
明
を
要

た。

。



し
な
い
自
明
の
理
で
あ
る
。
ま
た
、
同
条
に
お
い
て
、
免
許
を
要
す
る
外
国
保
険
会
社
の
範
囲
が
、
代
理
人
、
代
理
店
そ
の
他
の
仲
介

者
を
通
じ
て
内
国
で
保
険
業
を
営
も
う
と
す
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
の
は
、
通
信
手
段
の
み
を
も
っ
て
（
宮
島
忠

nvg問
。
肖
命
名

O
E
O
R’

唱
。
ぬ
叩
）
営
ま
れ
る
事
業
に
つ
い
て
は
免
許
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
趣
旨
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
そ
の
よ
う
な
広
範
な
規
定
は
実

（

7）
 

際
上
の
必
要
性
が
な
い
こ
と
、
そ
の
実
施
に
は
著
し
い
困
難
が
伴
う
で
あ
ろ
う
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

一
O
五
条
は
、
こ
れ
ま
で
に
二
度
改
正
さ
れ
た
。

一
九
九
O
年
の
第
二
次
E
C指
令
圏
内
法
化
法
で
あ
り
、
二
度
目
は
、

一
度
目
は
、

保
険
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
保
険
会
社
の
付
加
的
監
督
を
実
施
す
る
た
め
の
一
九
九
八
年
E
U指
令
（
九
八
／
七
八
／
E
G）
を
圏
内
法

化
す
る
た
め
の
二

O
O
O年
ド
イ
ツ
保
険
監
督
法
改
正
で
あ
る
。
ま
ず
、

一
九
九
O
年
改
正
に
お
い
て
は
、
域
内
市
場
統
合
の
一
歩
と

外国保険会社規制の目的と海外直接付保規制

し
て
域
内
に
お
け
る
拠
点
開
設
の
自
由
を
法
制
化
し
た
こ
と
に
あ
わ
せ
、
免
許
を
要
す
る
外
国
保
険
会
社
の
範
囲
を
、
欧
州
経
済
共
同

（

9）
 

体
の
加
盟
国
外
に
本
拠
を
有
す
る
元
受
保
険
会
社
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
仲
介
者
の
介
在
要
件
に
つ
い
て
は
、
仲
介
者
を
列
挙
す
る
文
言

か
ら
、
厳
密
な
法
律
用
語
と
は
言
え
な
い
日
常
語
で
あ
る
「
仲
介
者
（
冨
吉
色
宮
易
自
）
」
と
い
う
文
言
に
置
き
換
え
ら
れ
た
が
、
こ
れ

（叩）

は
、
保
険
者
の
た
め
に
仲
介
的
な
行
為
を
す
る
全
て
の
者
を
捕
捉
す
る
趣
旨
で
あ
る
。（日）

次
に
、
二

O
O
O年
改
正
法
で
は
、
九
八
年
E
U指
令
一
条
b
号
を
圏
内
法
化
し
、
「
第
三
国
」
お
よ
び
「
第
三
国
の
保
険
会
社
」

の
定
義
規
定
を
一
項
に
置
い
た
。
そ
の
他
の
内
容
は
修
正
さ
れ
て
い
な
い
。
現
行
規
定
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

ニ
O
O
O年
改
正
ド
イ
ツ
保
険
監
督
法
一

O
五
条

一
第
三
国
（
ロ
旦

E
E同
）
の
保
険
会
社
と
は
、
第
三
国
に
そ
の
本
拠
を
置
き
、
か
っ
、
仮
に
そ
の
本
拠
が
欧
州
経
済
地
域
内
に
所
在
し

た
と
す
れ
ば
欧
州
経
済
共
同
体
指
令
七
三
／
二
三
九
〔
第
一
次
E
C損
害
保
険
指
令
〕
第
六
条
ま
た
は
欧
州
経
済
共
同
体
指
令
七
九
／
二
六

七
〔
第
一
次
E
C生
命
保
険
指
令
〕
第
六
条
に
基
づ
く
主
務
官
庁
の
免
許
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
会
社
を
い
う
。
本
法
の
意
味
に
お
け
る

第
三
国
と
は
、
欧
州
共
同
体
の
加
盟
国
で
な
く
、
欧
州
経
済
地
域
条
約
の
締
約
国
で
も
な
い
全
て
の
国
を
指
す
。
独
立
の
監
督
法
上
の
権
限

を
有
す
る
国
家
類
似
の
行
政
組
織
体
は
、
人
の
移
動
の
自
由
、
拠
点
開
設
の
権
利
お
よ
び
役
務
提
供
の
自
由
に
関
す
る
欧
州
共
同
体
法
が
適
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用
さ
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
、
第
三
国
と
み
な
さ
れ
る
。

二
第
三
国
の
保
険
会
社
が
、
圏
内
に
お
い
て
仲
介
者
を
介
し
て
元
受
保
険
業
を
営
む
と
き
は
、
事
業
免
許
を
受
け
る
こ
と
を
要
す
る
。

三
前
項
の
会
社
に
は
一

O
六
条
な
い
し
一
一

O
条
の
特
別
規
定
を
適
用
す
る
ほ
か
、
本
法
の
そ
の
他
の
規
定
を
補
充
的
に
準
用
す
る
。

そ
れ
で
は
、
現
行
ド
イ
ツ
保
険
監
督
法
一

O
五
条
の
解
釈
論
を
見
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
第
三
国
の
保
険
会
社
の
意
義
に
つ
き
本
拠
地

法
主
義
を
採
用
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ド
イ
ツ
法
、

E
U法
を
通
じ
て
古
く
か
ら
首
尾
一
貫
し
た
原
別
で
あ
る
。
免
許
の
取
得
を
要
す

る
の
は
元
受
保
険
を
営
む
場
合
で
あ
る
。
再
保
険
の
み
が
営
ま
れ
る
場
合
に
は
、
同
法
上
、
限
定
列
挙
さ
れ
た
規
定
し
か
適
用
さ
れ
ず

（
ド
イ
ツ
保
険
監
督
法
一
条
二
項
）
、
そ
こ
に
は
一

O
五
条
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
保
険
業
を
「
営
む
」
と
は
、
保
険
業
を
定
義
す
る

一
条
の
意
味
と
同
義
で
あ
り
、
計
画
的
に
、
継
続
的
に
、
不
特
定
数
の
保
険
契
約
を
締
結
し
続
け
る
意
図
を
も
っ
て
行
う
活
動
で
あ

（臼）る
。
そ
の
内
容
は
保
険
契
約
の
締
結
お
よ
び
契
約
の
貫
徹
に
関
す
る
全
て
の
活
動
を
含
む
と
さ
れ
て
お
り
、
募
集
、
保
険
の
目
的
の
価

（日）

額
査
定
、
保
険
料
の
徴
収
、
損
害
調
査
、
保
険
金
の
支
払
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
「
圏
内
に
お
い
て
」
保
険
業
を
営
む
と
は
、
締
結
さ
れ

る
保
険
契
約
が
ド
イ
ツ
と
の
一
定
の
関
連
性
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
一

O
七
条
の
定
め
る
範
囲
、
即
ち
、
ド
イ
ツ
圏
内

に
常
居
所
を
有
す
る
保
険
契
約
者
と
の
聞
の
保
険
契
約
、
ド
イ
ツ
に
所
在
す
る
不
動
産
に
つ
い
て
の
保
険
契
約
に
は
限
ら
れ
ず
、
被
保

（は）

険
者
が
国
内
に
常
居
所
を
有
す
る
場
合
の
生
命
保
険
契
約
（
例
え
ば
、
団
体
生
命
保
険
）
も
含
ま
れ
る
。

争
い
が
あ
る
の
は
、
外
国
に
居
住
す
る
保
険
契
約
者
が
ド
イ
ツ
国
内
に
所
在
す
る
不
動
産
に
つ
き
第
三
国
の
保
険
会
社
と
の
聞
で
保

険
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
、
こ
れ
を
「
国
内
に
お
け
る
」
保
険
事
業
と
見
る
か
否
か
で
あ
る
。
こ
れ
が
一

O
五
条
に
い
う
「
国
内
に

お
け
る
」
事
業
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

一
O
七
条
に
よ
れ
ば
、
当
該
第
三
国
の
保
険
会
社
が
ド
イ
ツ
圏
内
で
免
許
を
得
て
拠
点
を
有
す
る

場
合
に
は
、
不
動
産
が
ド
イ
ツ
国
内
に
所
在
す
る
限
り
、
ド
イ
ツ
圏
内
の
拠
点
を
通
じ
て
し
か
保
険
契
約
を
締
結
で
き
な
い
こ
と
に
な

る
。
ミ
ュ
ラ
l

（
富
呂
町
円
）
は
、
国
内
に
被
保
険
危
険
（
不
動
産
）
が
存
在
す
る
限
り
、
被
保
険
者
が
国
外
に
定
住
し
て
い
た
と
し
て
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（日）

も
「
圏
内
に
お
け
る
」
保
険
取
引
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
が
、

フ
ァ
ー
ル
（

E
宵
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
一

O
五
条
の
保

護
目
的
を
超
え
る
も
の
と
し
て
拒
絶
さ
れ
る
。
即
ち
、
不
動
産
所
在
地
に
重
き
を
置
い
て
、
内
国
の
不
動
産
、
内
国
の
あ
ら
ゆ
る
被
保

険
危
険
は
内
国
に
お
い
て
事
業
を
営
む
免
許
保
険
会
社
に
よ
っ
て
し
か
付
保
さ
れ
得
な
い
と
考
え
る
の
は
、
時
代
遅
れ
の
主
権
思
想
の

現
れ
で
あ
り
、
内
国
で
事
業
を
営
む
保
険
会
社
を
外
国
保
険
会
社
か
ら
保
護
す
る
と
い
う
目
的
を
ド
イ
ツ
保
険
監
督
法
は
有
し
て
い
な

（凶）

い
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

既
に
見
た
よ
う
に
、

一
O
五
条
は
、
第
三
国
の
保
険
会
社
に
よ
る
全
て
の
事
業
活
動
に
つ
き
免
許
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く
、
仲

介
者
を
介
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
っ
て
い
る
。
本
条
に
違
反
し
て
無
免
許
の
ま
ま
内
国
で
保
険
業
を
営
む
者
に
対
し
て
は
罰
則
の
制

裁
が
科
せ
ら
れ
る
こ
四

O
条
）
た
め
に
、
こ
の
「
仲
介
者
」
概
念
は
ド
イ
ツ
法
上
重
要
で
あ
る
。
仲
介
者
と
は
、
保
険
契
約
を
締
結

外国保険会社規制の目的と海外直接付保規制

ま
た
は
契
約
を
貫
徹
す
る
た
め
の
行
動
を
な
し
、
第
三
国
の
保
険
会
社
の
た
め
に
行
為
す
る
者
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、
保
険
会
社

と
の
聞
に
雇
傭
関
係
が
存
す
る
か
否
か
、
保
険
会
社
の
た
め
の
代
理
権
を
有
す
る
か
否
か
、
専
業
で
募
集
に
従
事
す
る
か
否
か
を
一
切

（灯）

問
わ
な
い
。
保
険
代
理
人
、
保
険
代
理
店
、
保
険
会
社
の
被
用
者
の
他
、
保
険
仲
立
人
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
争
い
が
な
い
。
保
険
仲
立

人
が
含
ま
れ
る
の
は
、
こ
れ
が
見
込
み
客
の
代
理
人
と
し
て
行
動
し
て
い
る
の
か
、
自
己
の
利
益
の
た
め
に
行
動
し
て
い
る
の
か
が
個

（凶）

別
事
例
上
不
明
な
こ
と
も
あ
る
た
め
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
い
う
仲
介
者
は
、
業
と
し
て
行
為
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
要
す

（

悶

）

（

初

）

る
。
脱
法
を
防
止
す
る
た
め
、
連
邦
保
険
監
督
庁
は
、
本
条
に
い
う
仲
介
者
の
範
囲
を
広
く
解
し
て
き
た
。

他
方
、
学
説
は
、
仲
介
者
の
範
囲
を
限
定
的
に
解
す
る
傾
向
に
あ
る
。
被
保
険
者
を
診
察
す
る
診
査
医
の
行
為
は
、
保
険
取
引
の
前

提
と
な
る
行
為
で
あ
る
が
、
取
引
行
為
で
は
な
い
の
で
仲
介
者
で
は
な
い
。
見
込
み
客
に
対
し
て
保
険
を
勧
め
る
が
保
険
会
社
と
の
仲

介
を
し
な
い
保
険
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
保
険
会
社
の
広
告
を
取
り
扱
う
新
開
発
行
者
そ
の
他
の
広
告
業
者
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
本
条
の
意

（忽）

味
に
お
け
る
仲
介
者
で
は
な
い
。
フ
ァ
ー
ル
は
、
仲
介
者
の
範
囲
を
一
幽
す
る
理
論
的
裏
づ
け
と
し
て
、

一
O
五
条
の
保
護
目
的
に
言
及
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し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
本
条
は
、
外
国
保
険
会
社
と
の
接
触
を
自
ら
持
と
う
と
す
る
者
は
保
護
し
な
い
と
い
う
考
え
方
を
基
礎
と

す
る
。
郵
便
、
電
話
、
そ
の
他
の
通
信
手
段
、
旅
行
、
い
ず
れ
の
手
段
で
あ
れ
、
国
境
を
越
え
て
外
国
の
保
険
会
社
と
接
触
す
る
と
き

は
、
圏
内
の
保
険
監
督
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
他
方
、
他
人
が
こ
の
よ
う
な
接
触
を
取
り
持
つ

場
合
に
は
、
別
の
考
慮
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
外
国
保
険
会
社
と
の
接
触
が
成
立
す
る
か
否
か
が
常
に
明
ら
か
で
あ
る
と

（

犯

）

は
限
ら
な
い
の
で
、
内
国
の
監
督
に
よ
る
保
護
を
保
険
契
約
者
が
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

仲
介
者
の
ど
の
範
囲
の
活
動
が
、
第
三
国
の
保
険
会
社
に
と
っ
て
の
「
圏
内
に
お
け
る
」
事
業
活
動
と
な
る
の
か
も
問
題
で
あ
る
。

第
三
国
の
保
険
会
社
の
仲
介
者
は
、
そ
の
住
所
ま
た
は
常
居
所
を
圏
内
に
有
す
る
必
要
は
な
く
、
内
国
に
お
け
る
事
業
活
動
を
行
う
た

（
倒
的
）

め
に
そ
の
都
度
入
国
し
て
い
れ
ば
足
り
る
。
し
か
し
、
仲
介
者
の
事
業
活
動
が
内
国
で
行
わ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
、
単

（お）

に
仲
介
者
の
行
動
が
、
内
国
の
保
険
契
約
者
と
外
国
保
険
会
社
の
聞
の
保
険
契
約
を
成
立
さ
せ
た
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
な
い
。

一
九
六
五
年
ま
で
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
保
険
監
督
庁
は
、
仲
介
者
の
契
約
締
結
行
為
の
み
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
本
条
に
基
づ
く
監
督
を

（お）

一
九
六
五
年
に
監
督
方
針
を
変
更
し
、
損
害
発
生
後
の
処
理
も
事
業
活
動
に
含
ま
れ
る
と
の
解
釈
を
採
用
し
た
。
ミ

行
っ
て
き
た
が
、

ュ
ラ
ー
が
、
多
く
の
場
合
、
外
国
保
険
業
者
は
、
保
険
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
は
仲
介
者
の
介
在
を
放
棄
で
き
て
も
、
保
険
契
約
の
履

行
・
貫
徹
の
た
め
に
は
仲
介
者
の
介
在
を
放
棄
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
解
釈
変
更
に
よ
り
、
監
督
庁
は
免
許
を
受

け
な
い
外
国
保
険
会
社
と
の
取
引
を
制
限
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
評
価
で
き
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
フ
ァ
ー
ル
は
次
の
よ
う
な

疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
即
ち
、
国
境
を
越
え
て
意
識
的
に
内
国
で
免
許
を
受
け
て
い
な
い
保
険
会
社
と
の
聞
で
保
険
契
約
を
締
結
し
ょ

う
と
し
た
保
険
契
約
者
を
、
損
害
処
理
の
際
に
、
不
必
要
な
障
害
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
外
国
保
険
会
社
か
ら
保
護
す
る
こ

と
に
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
。
無
免
許
の
外
国
保
険
会
社
と
の
聞
で
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
リ
ス
ク
を
引
き
受
け

（
柏
崎
）

た
保
険
契
約
者
は
、
損
害
処
理
の
際
に
も
同
じ
リ
ス
ク
を
甘
受
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
方
が
首
尾
一
貫
す
る
。
フ
ァ
ー
ル
の
立
場
に
よ
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れ
ば
、
第
三
国
の
保
険
会
社
は
、
損
害
処
理
の
際
に
は
内
国
で
医
師
や
鑑
定
人
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
者
が
介

（

me 

在
す
る
と
し
て
も
、
保
険
会
社
の
営
業
拠
点
を
内
国
に
設
け
る
こ
と
に
は
至
ら
な
い
。

四

ド
イ
ツ
に
お
け
る
海
外
直
接
付
保
の
取
扱
い

ド
イ
ツ
保
険
監
督
法
一

O
五
条
に
よ
れ
ば
、
他
人
を
介
さ
ず
、
通
信
手
段
の
み
を
用
い
て
第
三
国
の
保
険
会
社
が
ド
イ
ツ
国
内
の
顧

客
と
の
聞
で
保
険
契
約
を
締
結
す
る
行
為
に
は
、
ド
イ
ツ
で
の
事
業
免
許
を
受
け
る
必
要
が
な
い
。
学
説
上
、
こ
う
し
た
方
法
に
よ
る

契
約
は
、
「
通
信
に
よ
る
保
険
契
約
（
問
。

R
gち
邑
gN話
a
w
Z包
括
）
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
立
法
当
時
、
こ
れ
を
規
制
す
る
必
要
が

な
か
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
営
業
が
実
際
上
き
わ
め
て
困
難
で
監
督
実
務
上
も
重
要
と
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
電
子

外国保険会社規制の目的と海外直接付保規制

通
信
技
術
の
発
達
し
た
今
日
で
も
、
ド
イ
ツ
の
学
説
は
、

一
O
五
条
の
文
言
に
従
い
、
第
三
国
の
保
険
会
社
が
、
通
信
に
よ
り
保
険
契

0
7

“
 

n
U
 

《

H
u

nγ

“
 

巧

tn百円，．

保
険
監
督
庁
が
採
用
し
て
き
た
監
督
実
務
基
準
は
狭
す
ぎ
る
と
批
判
し
、
少
な
く
と
も
、

O
E
C
D加
盟
国
の
保
険
会
社
に
つ
い
て
は
、
川
明

（

ω）
す

監
督
庁
の
実
務
基
準
は
適
用
さ
れ
得
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

J

－
qo 

シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
ま
た
、
通
信
に
よ
る
契
約
に
つ
き
免
許
は
不
要
で
あ
る
と
説
き
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
自
由
化
原
則
が
広
く
貫
徹
さ
臼

れ
る
べ
き
世
界
経
済
に
お
い
て
も
、
保
険
契
約
者
は
、
第
三
国
に
お
い
て
任
意
に
保
険
を
購
入
し
た
と
き
は
、
消
費
者
は
保
険
に
よ
り
斡法

損
害
を
こ
う
む
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
消
費
者
保
護
思
想
に
反
し
て
自
ら
が
さ
ら
さ
れ
る
リ
ス
ク
か
ら
保
護
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
、
駄

約
を
締
結
す
る
行
為
に
は
事
業
免
許
は
要
求
さ
れ
な
い
と
解
し
て
お
り
、
監
督
庁
の
理
解
も
結
論
上
は
同
様
で
あ
る
。

フ
ァ
ー
ル
は
、
右
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

一
O
五
条
の
法
目
的
を
、
外
国
保
険
会
社
と
の
接
触
を
自
ら
持
と
う
と
す
る
者
は
保
護

さ
れ
な
い
と
い
う
点
に
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
通
信
に
よ
る
保
険
を
自
由
な
も
の
と
す
る
O
E
C
D自
由
化
規
約
を
援
用
し
て
、
連
邦

ド
イ
ツ
の
保
険
監
督
は
、

E
U法
が
介
在
し
な
い
限
り
、
第
三
国
に
ま
で
及
ぶ
消
費
者
保
護
を
な
し
得
な
い
こ
と
を
挙
げ
る
。
更
に
、



通
信
に
よ
る
契
約
の
将
来
展
望
に
つ
い
て
は
、
通
商
法
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の
予
測
も
踏
ま
え
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
役

務
提
供
の
自
由
が
更
に
実
現
し
た
場
合
に
は
、
規
制
の
全
体
像
を
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
、
純
然
た
る
通
信
に
よ
る

保
険
は
、
免
許
を
要
す
る
取
引
と
対
置
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
（
E
U域
内
で
役
務
提
供
の
自
由
の
下
で
保
険
業
を
営
む
保
険
会
社
が

行
為
地
聞
の
主
務
官
庁
に
対
し
て
な
す
べ
き
通
知
義
務
な
ど
を
定
め
た
）
ド
イ
ツ
保
険
監
督
法
一
三

c条
の
枠
内
で
監
視
さ
れ
つ
つ
自

由
化
さ
れ
た
役
務
提
供
取
引
と
対
置
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
た
め
に
、
画
面
を
通
し
て
越
境
的
に
申
込
が
提
出
さ
れ
る
場
合
は
、
純
然
た
る

通
信
に
よ
る
契
約
で
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
自
由
化
さ
れ
た
市
場
の
遠
心
力
が
働
き
、
原
則
と
し
て
、
わ
ず
か
な

（釘）

制
限
を
さ
ら
に
削
減
す
る
方
向
に
作
用
す
る
で
あ
ろ
う
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
保
険
取
引
が
通
信
に
よ
る
保
険
で
あ
る
か
否
か
を
仔
細
に
検
討
す
る
の
が
、
ヴ
イ
ン
タ
ー
（
者
g
g同
）
で

あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
保
険
取
引
に
お
い
て
は
、
申
込
者
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
に
よ
り
直
接
申
込
が
保
険
会

社
に
到
達
す
る
こ
と
、
保
険
会
社
の
計
算
機
は
仲
介
者
と
は
解
さ
れ
得
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
れ
は
通
信
に
よ
る
保
険
に
他
な
ら
な

い
と
結
論
付
け
る
。
そ
の
上
で
、
外
国
保
険
会
社
と
の
保
険
契
約
を
締
結
す
る
た
め
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
申

込
者
に
一
定
の
教
育
水
準
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
ド
イ
ツ
圏
内
よ
り
も
安
い
保
険
料
設
定
が
利
用
動
機
で
あ
る
以
上
、
申
込
者

は
、
安
い
保
険
料
が
場
合
に
よ
っ
て
は
ド
イ
ツ
よ
り
も
低
い
消
費
者
保
護
水
準
に
と
ど
ま
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
認
識
し

（犯）

て
お
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
。
彼
も
ま
た
、

一
O
五
条
の
保
護
目
的
は
、
自
ら
外
国
保
険
会
社
と
接
触
し
た
保
険
契
約
者
は
ド
イ
ツ
の

監
督
法
に
よ
る
保
護
を
受
け
ら
れ
な
い
点
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
内
国
の
保
険
契
約
者
は
一
切
ド
イ
ツ
法
上
の
保
護

を
受
け
な
い
の
で
は
な
く
、
国
際
私
法
上
、
ド
イ
ツ
法
が
当
該
契
約
の
準
拠
法
と
さ
れ
る
限
り
で
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
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日
本
法
の
検
討

以
上
に
見
た
よ
う
に
、
海
外
直
接
付
保
に
関
す
る
、
ド
イ
ツ
と
わ
が
国
の
法
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
主
要
な
特
徴
と
相
違
点
を
拾

っ
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
保
険
契
約
者
の
自
発
的
な
海
外
直
接
付
保
は
、
ド
イ
ツ
で
は
契
約
者
の
自
由
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
て
監
督
庁
は

個
別
に
介
入
を
行
わ
な
い
が
、
わ
が
国
で
は
、
主
務
官
庁
の
許
可
制
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
法
で
は
、
仲
介
者
を
介
さ
な
い
海

外
直
接
付
保
に
つ
き
、
ド
イ
ツ
の
監
督
に
よ
る
保
護
を
享
受
し
な
い
リ
ス
ク
を
自
ら
冒
す
自
由
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
わ
が
国

の
場
合
に
は
、
当
該
契
約
者
を
保
護
の
対
象
と
捉
え
て
い
る
ほ
か
、
保
険
会
社
聞
の
公
平
性
を
欠
く
、
圏
内
市
場
の
混
乱
を
招
く
お
そ

れ
が
あ
る
な
ど
の
消
極
的
理
由
が
支
配
的
で
あ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
連
邦
保
険
監
督
庁
は
、
「
仲
介
者
の
介
在
」
要
件
の
拡
大
解
釈
に

外国保険会社規制の目的と海外直接付保規制

よ
り
、
直
接
付
保
に
対
す
る
規
制
強
化
を
試
み
て
い
る
が
、
海
外
直
接
付
保
は
規
制
さ
れ
な
い
の
が
原
別
で
あ
る
こ
と
を
承
認
し
て
お

nu 
nu 

n
t
 

4
告。。

有
無
に
よ
り
内
外
の
保
険
会
社
を
平
等
に
取
り
扱
う
た
め
に
は
、
無
免
許
の
保
険
会
社
を
名
宛
人
に
し
た
本
項
の
禁
止
が
必
要
で
あ
る
。
軒法大阪

り
、
し
か
も
、
禁
止
の
名
宛
人
は
第
三
国
の
保
険
会
社
の
み
に
限
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
ド
イ
ツ
法
の
検
討
を
踏
ま
え
つ
つ
、
改
め
て
保
険
業
法
一
八
六
条
を
検
討
し
て
み
た
い
。

一
八
六
条
一
項
に
つ
い
て

ま
ず
、
日
本
に
支
店
等
を
設
け
な
い
外
国
保
険
業
者
は
、
日
本
に
住
所
若
し
く
は
居
所
を
有
す
る
人
若
し
く
は
日
本
に
所
在
す
る
財

産
又
は
日
本
国
籍
を
有
す
る
船
舶
若
し
く
は
航
空
機
に
係
る
保
険
契
約
を
締
結
し
て
は
な
ら
な
い
（
一
八
六
条
一
項
本
文
）
。
免
許
の

こ
の
規
定
が
存
在
す
れ
ば
、
業
者
聞
の
平
等
取
扱
の
観
点
か
ら
の
規
制
は
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
二
項
の
許
可
が
あ
る
取
引
に
つ

き
禁
止
を
解
除
し
て
い
る
の
は
、
保
険
契
約
者
が
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
プ
を
と
っ
て
無
免
許
の
外
国
保
険
会
社
と
の
取
引
を
行
お
う
と
す
る



場
合
の
保
護
目
的
か
ら
見
て
正
当
で
あ
る
が
、
許
可
制
を
と
る
こ
と
の
当
否
お
よ
び
そ
の
内
容
が
問
題
で
あ
る
。

。4nu 
nu 
n
U
 

0
6
 

4
a

・

る
が
（
同
法
施
行
令
一
九
条
、
同
施
行
規
則
一
一
六
条
）
、
海
外
旅
行
の
た
め
日
本
を
出
発
し
た
後
に
旅
行
者
が
海
外
旅
行
傷
害
保
険
汁

（
川
副
）

を
購
入
す
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
保
険
業
法
の
適
用
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
は
い
え
な
い
の
で
、
こ
こ
で
認
め
ら
れ
た
例
外
は
、
例
え
ば
、
加販

平
成
七
年
改
正
法
の
解
説
に
よ
れ
ば
、

一
八
五
条
は
外
国
保
険
業
者
が
反
復
継
続
し
て
保
険
契
約
の
締
結
を
行
う
意
思
を
も
っ
て
日

一
八
六
条
一
項
は
日
本
に
お
い
て
保
険
業
を
行
う
に
は
至
ら
な
い
偶
発
的
、

（

お

）

単
発
的
な
保
険
契
約
の
締
結
行
為
を
規
制
す
る
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

本
に
支
店
等
を
設
け
る
場
合
を
規
制
す
る
の
に
対
し
て
、

一
八
六
条
二
、
コ
一
項
は
、
外
国
保
険
会
社
で
は
な
く
保
険

申
込
者
を
名
宛
人
と
し
て
い
る
の
で
、

一
八
六
条
一
項
は
一
八
五
条
を
補
完
す
る
と
い
う
位
置
づ
け
は
正
当
で
あ
る
。

一
八
六
条
一
項
の
禁
止
に
は
再
保
険
、
船
舶
・
貨
物
海
上
保
険
、
航
空
保
険
、
海
外
旅
行
傷
害
保
険
な
ど
の
例
外
が
認
め
ら
れ
て
い

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
海
外
の
旅
行
代
理
店
か
ら
パ
ッ
ク
旅
行
を
購
入
し
た
旅
行
者
が
、
同
時
に
出
発
前
に
ネ
ッ
ト
上
で
外
国
保

険
会
社
か
ら
海
外
旅
行
傷
害
保
険
を
購
入
す
る
な
ど
の
行
為
を
指
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

一
八
六
条
二
項
に
つ
い
て

日
本
に
支
店
等
を
設
け
な
い
外
国
保
険
業
者
に
対
し
て
日
本
に
住
所
若
し
く
は
居
所
を
有
す
る
人
若
し
く
は
日
本
に
所
在
す
る
財
産

又
は
日
本
国
籍
を
有
す
る
船
舶
若
し
く
は
航
空
機
に
係
る
保
険
契
約
の
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
申
込
み
を
行
う
時
ま
で

に
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
八
六
条
二
項
）
。
二
項
の
立
法

趣
旨
は
、
立
法
担
当
者
に
よ
れ
ば
、
保
険
契
約
者
が
自
己
に
最
も
有
利
な
保
険
を
外
国
市
場
か
ら
調
達
で
き
る
と
い
う
便
益
を
確
保
す

る
こ
と
で
あ
る
。
保
険
契
約
者
が
自
ら
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
プ
に
よ
り
、
日
本
の
保
険
監
督
に
よ
る
保
護
を
放
棄
し
て
で
も
海
外
保
険
市

場
か
ら
保
険
を
調
達
し
得
る
旨
を
定
め
た
点
は
正
当
で
あ
る
。
た
だ
、
保
険
業
法
一
条
に
よ
れ
ば
、
保
険
業
法
の
第
一
義
的
な
目
的
は



保
険
契
約
者
等
の
保
護
で
あ
る
の
で
、
自
ら
保
護
を
放
棄
し
た
保
険
契
約
者
の
行
動
を
規
制
す
る
こ
と
が
、
保
険
業
法
の
目
的
に
含
ま

れ
る
か
ど
う
か
を
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
海
外
直
接
付
保
を
許
容
す
る
際
に
許
可
制
を
採
用
し
た
こ
と
の
立
法
趣
旨
は
、

方
で
は
、
保
険
契
約
者
の
経
験
、
判
断
能
力
に
限
界
が
あ
り
得
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
取
引
に
入
る
こ
と
の
適
否
を
主
務
官
庁
の
判

断
に
か
か
ら
し
め
る
と
共
に
、
海
外
直
接
付
保
が
監
督
庁
の
関
知
し
な
い
ま
ま
行
わ
れ
る
こ
と
を
危
慎
し
、
圏
内
市
場
を
監
視
す
る
上

で
必
要
な
情
報
を
得
る
こ
と
を
も
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
述
す
る
三
項
の
内
容
に
加
え
て
、
提
出
す
べ
き
資
料
の
膨
大
さ
、

許
可
手
続
を
怠
っ
た
保
険
契
約
者
に
対
し
て
過
料
の
制
裁
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
の
三
点
に
お
い
て
、
パ
タ
！
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
介
入

に
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
本
項
の
許
可
申
請
書
に
は
、
申
込
を
し
よ
う
と
す
る
保
険
契

約
の
保
険
約
款
、
申
込
書
に
加
え
て
、
生
命
保
険
契
約
の
場
合
に
は
被
保
険
者
の
身
体
状
況
を
記
し
た
書
面
、
損
害
保
険
の
場
合
に
は

外国保険会社規制の目的と海外直接付保規制

保
険
の
目
的
の
図
面
、
写
真
な
ど
詳
細
な
資
料
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
保
険
業
法
施
行
規
則
一
一
七
条
）
。
許
可
申
請
者
の

行
為
は
、
わ
が
国
の
保
険
監
督
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
自
由
に
保
険
商
品
を
選
択
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の

に
、
個
別
の
契
約
内
容
を
推
測
で
き
る
ほ
ど
徹
密
な
実
体
的
事
前
審
査
を
個
別
に
行
う
だ
け
の
事
務
処
理
能
力
を
主
務
官
庁
が
常
時
備

ぇ
、
多
数
の
申
請
が
出
た
場
合
に
処
理
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
八
六
条
三
項
に
つ
い
て

三
項
は
、
二
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
を
列
挙
し
て
い
る
が
、
疑
問
が
残
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。

ま
ず
、
保
険
契
約
の
内
容
の
法
令
違
反
ま
た
は
不
公
正
（
一
号
）
は
、
日
本
の
法
令
に
基
づ
く
内
容
審
査
を
行
う
も
何
？
あ
る
が
、

こ
こ
に
い
う
法
令
と
は
、
強
行
法
規
よ
り
も
広
い
範
囲
で
の
審
査
に
よ
る
不
許
可
決
定
を
求
め
る
も
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
強
行
法
規

に
つ
い
て
言
え
ば
、
当
該
保
険
契
約
の
準
拠
法
が
日
本
法
と
な
り
、
あ
る
い
は
強
行
法
規
の
特
別
連
結
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
あ
え
て
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事
前
に
主
務
官
庁
が
契
約
内
容
を
審
査
し
な
く
と
も
保
険
契
約
の
内
容
は
強
行
法
規
に
よ
り
矯
正
さ
れ
る
。
不
公
正
性
審
査
に
つ
い
て

も
、
消
費
者
契
約
法
そ
の
他
の
根
拠
規
定
以
上
に
徹
密
な
審
査
基
準
が
存
在
す
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
契
約
内
容
の
司
法
審
査
と
行

政
的
規
制
が
重
畳
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
自
体
は
首
肯
で
き
る
と
し
て
も
、
わ
が
国
の
裁
判
所
が
国
際
裁
判
管
轄
を
有
し
、
日
本
法
が
準

拠
法
と
な
る
べ
き
場
合
に
は
、
少
な
く
と
も
事
後
的
な
可
法
審
査
の
機
会
は
存
す
る
。
そ
れ
放
に
、
外
国
法
上
は
適
法
で
あ
る
が
、
日

本
法
の
見
地
か
ら
些
細
な
法
令
違
反
が
存
す
る
場
合
を
、
常
に
不
許
可
事
由
と
解
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。

当
該
保
険
契
約
の
締
結
に
代
え
て
、
保
険
会
社
又
は
外
国
保
険
会
社
等
と
の
聞
に
お
い
て
当
該
契
約
と
同
等
又
は
有
利
な
条
件
で
保

険
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
こ
と
を
掲
げ
る
二
号
の
場
合
に
は
、
確
か
に
海
外
直
接
付
保
を
行
う
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
。
し

か
し
、
主
務
官
庁
が
内
外
の
商
品
を
比
較
し
優
劣
を
つ
け
る
べ
き
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
圏
内
産
業
保
護
が
目
的
で
は
な
い
か
と
疑
わ

れ
る
お
そ
れ
も
あ
る
。
こ
う
し
た
事
項
こ
そ
、
当
事
者
の
自
己
責
任
に
基
づ
く
選
択
の
問
題
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

反
対
に
、
当
該
保
険
契
約
の
条
件
が
、
保
険
会
社
又
は
外
国
保
険
会
社
等
と
の
聞
に
お
い
て
当
該
契
約
と
同
種
の
保
険
契
約
を
締
結

す
る
場
合
に
通
常
付
さ
れ
る
べ
き
条
件
に
比
し
て
著
し
く
権
衡
を
失
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
る
三
号
に
お
い
て
、
「
著
し
く
権

（幻）

衡
を
失
す
る
」
と
は
、
保
険
契
約
者
に
著
し
く
有
利
な
も
の
も
不
利
な
も
の
も
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
外
国
保
険
業
者

の
財
務
的
健
全
性
に
問
題
が
な
く
、
か
っ
、
保
険
契
約
者
に
と
っ
て
格
別
に
有
利
な
契
約
条
件
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
も
、
本
号
を
理

由
と
し
て
許
可
が
受
け
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
保
険
契
約
者
が
自
己
の
リ
ス
ク
に
お
い
て
外
国
保
険
業
者
と
取
引
す
る
経
済
的
メ
リ
ッ

ト
の
多
く
は
失
わ
れ
、
二
項
を
置
い
た
意
味
も
大
き
く
損
な
わ
れ
る
結
果
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

当
該
保
険
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
り
、
被
保
険
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
利
益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
挙

げ
る
四
号
で
は
、
当
該
保
険
会
社
の
支
払
能
力
に
問
題
が
あ
る
こ
と
の
ほ
か
、
保
険
金
支
払
処
理
な
ど
の
点
で
不
利
な
扱
い
や
ク
レ
ー

ム
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
更
に
は
日
本
以
外
の
裁
判
管
轄
や
準
拠
法
が
指
定
さ
れ
る
場
合
な
ど
様
々
な
事
由
が
例
示
さ
れ
て
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（鈎）

い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
事
由
も
、
保
険
仲
介
業
者
が
顧
客
に
助
言
す
る
際
に
問
題
と
な
る
よ
う
な
性
質
の
事
項
に
過
ぎ
な
い
。
日

本
法
に
よ
る
保
護
を
返
上
し
て
保
険
契
約
者
が
自
己
の
リ
ス
ク
で
直
接
付
保
を
試
み
る
以
上
は
、
自
己
責
任
に
基
づ
き
情
報
収
集
し
、

リ
ス
ク
を
負
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
主
務
官
庁
が
労
力
を
費
や
し
て
調
査
す
る
べ
き
事
項
と
は
考
え
が
た
い
。
条
文
上
、

一
八
六
条
三
項

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
主
務
官
庁
は
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
事
務
処
理
上
の
理
由
な
ど
か
ら
主
務

官
庁
が
十
分
な
調
査
を
す
る
こ
と
な
く
許
可
を
与
え
た
と
こ
ろ
、
後
に
、
本
号
に
該
当
す
る
事
実
が
許
可
申
請
時
か
ら
存
在
し
、
合
理

的
調
査
を
行
え
ば
許
可
時
に
そ
の
事
実
を
知
り
得
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
主
務
官
庁
に
よ
る
許
可
を
信
頼
し
た
保
険
契
約
者
が
不
利
益

を
蒙
る
こ
と
に
な
る
。
内
国
の
保
険
契
約
者
保
護
を
彊
い
っ
て
個
別
の
保
険
契
約
に
つ
き
許
可
申
請
さ
せ
て
実
質
的
審
査
を
行
う
以

上
、
本
条
に
お
け
る
契
約
者
保
護
と
は
、
当
該
許
可
申
請
を
な
し
た
保
険
契
約
者
の
保
護
に
他
な
ら
な
い
。

外国保険会社規制の目的と海外直接付保規制

最
後
に
、
五
号
は
、
当
該
保
険
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
に
お
け
る
保
険
業
の
健
全
な
発
展
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
、
又

は
公
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
立
法
担
当
者
自
ら
が
、
長
期
的
な
広
い
視
野
に
立
っ
た
判
断
を

（ぬ）

必
要
と
す
る
場
合
に
備
え
た
規
定
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
規
準
と
し
て
の
明
確
性
は
望
む
べ
く
も
な
い
。

以
上
の
検
討
よ
り
、
三
項
に
列
挙
さ
れ
た
許
可
禁
止
事
由
は
、
内
容
が
一
義
的
に
定
ま
ら
な
い
規
準
を
多
数
含
ん
で
お
り
、
全
体
と

し
て
広
範
な
裁
量
的
判
断
に
服
し
て
お
り
、
法
律
に
則
っ
た
海
外
直
接
付
保
の
可
能
性
は
、

一
般
論
と
し
て
狭
き
円
で
あ
る
と
考
え
ざ

る
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
現
時
点
で
の
世
界
の
保
険
市
場
は
、
越
境
的
取
引
を
頻
繁
に
行
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
得
る
保
険
分
野
の
方

が
例
外
的
で
あ
ろ
う
か
ら
、
厳
格
な
規
制
の
存
在
そ
れ
自
体
が
越
境
的
取
引
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
と
は
即
断
で
き
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
銀
行
取
引
、
証
券
取
引
の
分
野
で
は
、
顧
客
を
名
宛
人
と
し
て
海
外
直
接
取
引
を
禁
止
す
る
規
定
は
存
在
し
な
い
。
デ
リ
パ
テ

ィ
プ
な
ど
保
険
以
外
の
金
融
技
術
を
利
用
し
た
代
替
的
リ
ス
ク
移
転
（
A
R
T）
取
引
を
用
い
れ
ば
、
経
済
的
に
見
て
保
険
と
ほ
ぼ
同

等
の
リ
ス
ク
管
理
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
資
本
市
場
を
通
じ
て
利
用
可
能
と
な
っ
て
い
る
分
野
も
あ
る
。
家
計
分
野
に
つ
い
て
み
て
も
、
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例
え
ば
、
あ
る
私
人
が
海
外
勤
務
中
に
現
地
の
保
険
会
社
と
の
間
で
長
期
の
保
険
契
約
を
締
結
し
、
帰
国
後
に
諸
事
情
の
変
化
に
よ
り

当
該
保
険
契
約
の
見
直
し
を
行
う
よ
う
な
場
合
に
も
、
過
料
の
制
裁
を
も
っ
て
主
務
官
庁
の
許
可
を
強
制
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
は
考

え
が
た
い
。
将
来
志
向
の
監
督
行
政
が
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
海
外
直
接
付
保
の
保
護
目
的
を
再
検
討
す
る
と
共
に
、
現
実
の
利
用
可

能
性
に
配
慮
し
、
過
剰
な
規
制
を
排
し
ル
！
ル
を
見
直
す
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
も
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（1
）
東
京
海
上
火
災
保
険
株
式
会
社
編
『
損
害
保
険
実
務
講
座
補
巻
保
険
業
法
』
一
七
二
頁
〔
小
林
登
〕
（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
）
、
保

険
研
究
会
編
『
最
新
保
険
業
法
の
解
説
』
一
七
三
頁
（
大
成
出
版
社
、
一
九
九
六
）
、
同
編
『
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
保
険
業
法
』
二
七
九
頁

（
財
経
詳
報
社
、
一
九
九
六
）
。

（2
）
保
険
監
督
者
国
際
機
構
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
河
合
美
宏
「
新
世
界
金
融
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
保
険
監
督
者
国
際
機
構
（
I
A
I
S）

の
役
割
」
損
害
保
険
研
究
六
一
巻
四
号
一
六
七
頁
（
二

0
0
0）
、
同
「
国
際
金
融
・
保
険
シ
ス
テ
ム
の
強
化
策
と
我
が
国
の
課
題
」
損
害

保
険
研
究
六
三
巻
一
号
一
二
九
頁
（
二

O
O
一
）
。
ま
た
、
問
機
関
の
下
で
の
監
督
機
関
の
国
際
協
力
に
つ
い
て
は
、
区
切
・
玄
O

品開－冨冊目
0

・

Bロ
E
B
O同
C
E
m
a
g白色町回開（件。向山門店
gsaMm
四回
n
E回
唱
え

E
O
E邑
S

Z富
市
巾
ロ
出
B
R
E
E胃
2
2
0
B）・
ω
8
8
S
F
R
S
S
（
室
主
＼

巧巧
dE包
富
市
F・0同
国
言
ロ
窓
口
S
S
是
S
S
E－喧島岡）

U

官
官
Z
g
q
ω
g
e
H
ι
s
p
m
F
n
v
g開叩巴町
E
o
g怠
op
∞』
8
5
q
N
O
S
S
B唱円
、

当
者
当
・
笠
宮
『
巾
『
・
貧
困
18ロ丹市ロ
qoN宮血＼
g
m
H
n
E国間巾・匂良）・

（3
）
本
稿
は
、
平
成
一
三
年
一
二
月
お
よ
び
一
四
年
一
月
に
、
関
西
保
険
業
法
研
究
会
に
て
筆
者
が
担
当
し
た
、
外
国
保
検
会
社
法
に
関
す

る
報
告
に
つ
い
て
の
議
論
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
着
手
し
た
も
の
で
す
。
研
究
会
の
席
上
、
出
席
者
の
皆
様
か
ら
数
多
く
の
ご
教
示
を
賜
り
ま
し

た
。
こ
こ
に
心
よ
り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（4
）
外
国
保
険
会
社
規
制
に
お
け
る
通
商
法
的
観
点
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
落
合
誠
一
「
外
国
保
険
業
者
」
竹
内
昭
夫
編
『
保
険
業
法
の

在
り
方
下
巻
』
二
五
四

i
二
五
六
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
二
）
。

（5
）
の
町
田
S

S
向
島
町
一
切
E
島町田
S
E
R
皆
目
ロ
S
N
a
g邑
m
E
E岡田
E
E
n
Z
Q
E
S
N
Pロ
邑
g
a
g岡田白ロ町田区品目向
2
5ー
ヨ
ロ
ロ
〉
の
）

40B

NN－
S
忌

NOON
（図。国－・同

ω－
E
C）
・
同
庁
の
ウ
ェ
プ
ぺ
！
ジ
（
F
Sミ
24早
急
ロ
・
ιn＼
）
に
て
、
最
新
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
監
督
関
係
法
令

を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
（
Z
G文言者巧－
E
凶ロ・祭器丹市
5
q
s
n
F
S邑

a－v
g）
、
本
稿
執
筆
に
際
し
て
は
、
ド
イ
ツ
保
険
監
督
法
の
現
行
テ
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Peter
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Fricke, Die V

A
G
-

N
o
v
e
n
e
 2
0
0
0
 -
Ein kurzer Uberblick iiber die wichtigsten Anderungen, N

V
e
r
s
Z
 2001, S. 97. 

("") 
R
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E
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5
v
R
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g
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5
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（
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冨
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R
P
P。・
2
・
E）
ム
居
間

a

言
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官
・

9
E
F
P
P。・
2
・H
N
）
・
醐
居
間
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h
p
の
同
N
・
忠
一
存
『
邑
告
－
p
p
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2
・H
N
）
ム

E白〈
KE

mN・H
0
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（
詑
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町
乱
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P
0・（
Z
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N
）・闇
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B

〈k
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N
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邑
a
p
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町
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・
同
・
。
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（
Z
－H
N
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・
閣
呂
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〈
k
p
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同
N
・

s・

（
担
）
冨
呂
町
F
P
白・。・（
Z
－
E
）
・
闇
呂
町
〈
h
p
の

mN・＠・

（部）

E
a
m
n
g
s
p
p
p
。
・
（
Z
・

5
・
ω・
認
申
（

3
0）・

（
部
）
司
乱
用
－

p
p
。・（
Z
－H
N
）－

m
E印
〈
h
p
の
河
N
・ω。・

（
幻
）
富
邑
－
由
円
．
酎
．
曲
．
。
．
（
》
A
．同
ω）
．
帥
呂
印
〈
h
F
の
河
N
．J

可．

（
却
）
司
曲
v同．曲．回．。．（

z．H
N
）．闇
H
。印〈
h
F
の
河
N
．ω
H
．

（却）
（叩）

（剖）

ω
♀

5
芭
F

酎．曲．。．（
Z
．H
N
）．闇
H
。
白
〈
〉
の
官
．
同
N
．

（担）

4
『叫回同而円．曲．酎．。．（

z．M
。）．

ω．H
酔
巴
（
同
怠
A

炉）．

（
犯
）
保
険
研
究
会
編
・
前
掲
注
（
1
）
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
二
七
九
頁
。

（
鈍
）
保
険
契
約
者
の
住
所
は
国
内
に
あ
る
と
し
て
も
、
旅
行
中
、
即
ち
、
保
険
期
間
中
は
被
保
険
危
険
が
圏
外
に
あ
り
、
契
約
締
結
地
も
圏

外
で
あ
る
の
で
、
属
地
的
に
適
用
さ
れ
る
保
険
業
法
を
適
用
す
る
連
結
点
に
乏
し
い
。

（
部
）
保
険
研
究
会
編
・
前
掲
注
（
1
）
解
説
一
七
三
頁
、
同
・
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
二
八
一
貰
。

（
部
）
保
険
研
究
会
編
・
前
掲
注
（
1
）
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
二
八
一
頁
。

（
幻
）
保
険
研
究
会
編
・
前
掲
注
（
l
）
コ
ン
メ
ン
タ
1
ル
二
八
二
頁
。

（
錦
）
保
険
研
究
会
編
・
前
掲
注
（
1
）
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
二
八
二
頁
。

（
却
）
保
険
研
究
会
編
・
前
掲
注
（
l
）
コ
ン
メ
ン
タ
1
ル
二
八
二
頁
。

（阪大法学） 52 (3・4-258)806〔2002.11〕


